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情報化，国際化，少子長寿化その他の社会経済情

勢の変化の中で，将来にわたって，活力ある社会を形

成し続けるためには，市民一人一人の多様な価値観

や暮らし方が尊重されるようにしなくてはなりません。

これまでも，京都市は，京都固有の文化を生かしな

がら，高齢者や障害のある方の社会参加への支援，

子どもを安心して生み育てることができる環境の整備，

建築物のバリアフリーの促進その他の多様な考え方

や生き方が尊重される社会の実現に向けた歩みを進

めてきました。その歩みをより強く確実なものにしてい

くためには，京都が有する多様かつ豊かな蓄積にユ

ニバーサルデザインを採り入れ，年齢，性別，言語，習

慣，心身の状態にかかわらず，すべての人にとってで

きる限り生活しやすい社会環境の整備に取り組む必

要があります。

このため，京都市では，平成17年4月1日に，政令指

定都市として初めての条例である「京都市みやこユニ

バーサルデザイン推進条例」を施行しました。

京都市



ユニバーサルデザインってなに？
「製品，設備，施設及び建築物その他の工作物をすべての人にとってできる限り利用しやすいデザインに

することを目指す考え方」で，アメリカのロン・メイス氏が提唱した考え方です。この考え方には7つの原則
が示されています。

ユニバーサルデザインの7原則ってどんなの？

誰もが利用しやすい
自動ドア

誰にでも公平に利用できること1 2

わかりやすいサイン（案内表示）

必要な情報がすぐに理解できること

使う上での自由度が高いこと3

身体状況等に応じて

選べる階段,エレベ

ータ, エスカレータ

の併設

うっかりエラーや危険につながらない
デザインであること

4

線路への転落を防ぐ
ホームドア

5 簡単で直感的にわかる使用方法
となっていること

手を差し出すだけで

水が出る蛇口

無理な姿勢や強い力なしで楽に
使用できること

6

車いすや背の低い人でも利用

しやすい自動販売機

アクセスしやすい空間と大きさがあること7

出入口や室内が

広い多目的トイレ

幅が広く
段差の低い歩道



市民の役割はなに？

条例では「みやこユニバーサルデザイ
ンに関する理解を深めること」や「その推進に
寄与すること」を規定しています。（第7条）

観光旅行者その他の滞在者の役割
はなに？

条例では「みやこユニバーサルデザインに関す
る理解を深め，その推進に積極的な役割を果たす
こと」を規定しています。（第8条）

事業者はどん
なことをする
の？

条例では「みやこユニバーサルデザインに関す
る理解を深めること」，「京都市が定める
「指針」に基づき，主体的かつ積極的に
みやこユニバーサルデザインを推進
すること」や「本市，市民及び観光
旅行者その他の滞在者の意見を
事業者の取組に適切に反映させ
ること」などを規定しています。
（第6条）

京都市はどんなことをするの？

条例では「みやこユニバ－サルデザインの推進」
や「京都市の施策への事業者，市民及び観光旅行者
その他の滞在者の参加及び協力を促進し，その
意見を適切に反映すること」などを規定し
ています。本年度，京都市では特に，
みやこユニバーサルデザインを理
解する人が増える取組や，条例の
規定を具体の行動へ橋渡しする
ための「指針」の策定に取り組
んでいきます。（第5条）

みやこユニバーサルデザインの特徴ってなに？
京都には，長い歴史の中ではぐくまれてきた支え合いの精神，芸術，技術等の多

様かつ豊かな蓄積があります。これにユニバーサルデザインを採り入れた社会環境
の整備（製品の製造及び情報の伝達その他のサービスの提供を含みます。）を進め，
すべての人が生活しやすい京都を目指す行動や活動のことです。（第2条）

どうしてみやこユニバーサルデザインが
必要なの？

私たちが生活している社会には，赤ちゃんから高齢者，男性と女性，言語の異な
る外国籍の人，背の高い人や低い人，力の強い人や弱い人，障害のある方など様々
な人がいます。また，加齢に伴い身体機能は一般的に低下していきます。長い人生
の中で，妊娠したり，怪我や病気をしたり，時には重い荷物を抱えて歩いているこ
ともあるでしょう。

しかし，どのような状況にあっても，誰もが持てる能力を最大限に発揮したいと
願っています。だから，今こそ「すべてのひと」にとってできる限り生活しやすい
社会環境づくりであるユニバーサルデザインが必要であると考え，これを推進する
ために「みやこユニバーサルデザイン推進条例」を制定しました。

みやこユニバーサルデザインを推進する
ためにはどんなことをしたらいいの？

条例では，みやこユニバーサルデザインの推進に関し，京都市や事業者
に「責務」を，市民や観光旅行者その他の滞在者に「役割」を定めています。



みやこユニバーサルデザインが進めば
どんなふうになるの？

すべての人にとってできる限り生活しやすい社会環境の整備を目指して取
組を進めていくことにより，すべての人が，個人として尊重され，その能力を
最大限に発揮し，心豊かに，生きがいを持って，安心で安全な生活を営むこ
とができるとともに，将来にわたって活力に満ちた社会が実現できるものと
考えています。

みやこユニバーサルデザイン推進に
取り組む上で，大切なことはなに？

なにも，難しく考えることはありません。自分の周りの様々な人や，将来
の自分のことへの「気付き」や「配慮」から，周りの人や，自分自身が不便に感
じていることはなんだろう？それを解決するのはなんだろう？と考えること
からはじまります。様々な個性を持つ人々が互いに交流し，理解し，尊重し
合い，ともに知恵と力を合わせて「協働」していくことが大切です。

京都市の策定する「指針」について
おしえてください。

京都市では，平成17年度に，みやこユニバーサルデザインの推進に関する
具体的な目標や，効果的に推進するための方策などを定めるための「指針」
（第4条）の策定に取り組んでいます。策定にあたっては，学識経験者の方，各
種団体を代表する方，市民の方々などで構成する「審議会」を設置し，その意
見を踏まえるとともに，さらに広く市民の皆様の意見を踏まえるために，パ
ブリックコメントやシンポジウム等を実施する予定です。これらについては，
市民の皆様も自由に傍聴し，参加していただけます。詳細はみやこユニバー
サルデザインのホームページや市民しんぶん等でお知らせしますので，多く
の方々に御参加いただき，積極的に御意見やアイデアをお寄せください。

お問合せ先　京都市保健福祉局保健福祉総務課　〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
電話 075－222－3366 FAX 075－222－3386 Eメール hofukusoumu＠city.kyoto.jp

「京都市みやこユニバーサルデザイン」
ホームページもご覧ください。
http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/
hofukusoumu/ud

ご意見・アイデアをお聞かせください!!
京都市電子会議室みやこeコミュ二ティ
「みやこユニバーサルデザインをみんなで考え，進めよう!」を開設中
http://ecom.city.kyoto.jp/forum

京都市印刷物
第173087号



ここ京都では，長い歴史の中ではぐくまれてきた支
え合いの精神，芸術，技術等の京都が有する多様かつ
豊かな蓄積により，個性豊かで先駆的な生活文化を生
かした活力ある社会が築かれてきた。このような京都が，
情報化，国際化，少子長寿化その他の社会経済情勢の
変化の中で，将来にわたって，活力ある社会を形成し続
けるためには，市民一人一人の多様な価値観や暮らし
方が尊重されるようにしなければならない。
これまでも，本市においては，自治の伝統，もてなしの

心，ものづくりの文化その他の京都固有の文化を生かし
ながら，高齢者や障害者の社会参加への支援，子どもを
安心して生み，育てることができる環境の整備，建築物
のバリアフリーの促進その他の多様な考え方や生き方
が尊重される社会の実現に向けた歩みを進めてきた。
その歩みをより強く確実なものにしていくためには，京都
が有する多様かつ豊かな蓄積にユニバーサルデザイン
を採り入れ，年齢，性別，言語，習慣，心身の状態にか
かわらず，すべての人にとってできる限り生活しやすい
社会環境の整備に積極的に取り組む必要がある。
ここに，本市は，みやこユニバーサルデザインを総合

的に推進することにより，すべての人が，個人として尊
重され，その能力を最大限に発揮し，心豊かに，生きが
いを持って，安心で安全な生活を営むことができるとと
もに，将来にわたって活力に満ちた社会を実現するこ
とを決意し，この条例を制定する。

第1章　総則
（目的）

第1条　この条例は，みやこユニバーサルデザインの推
進に関し，その基本理念，本市及び事業者の責務，
市民及び観光旅行者その他の滞在者の役割その他の
基本となる事項を定めることにより，これを総合的に
推進することを目的とする。

（定義）

第2条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意
義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

（1） みやこユニバーサルデザイン　長い歴史の中
ではぐくまれてきた支え合いの精神，芸術，技術
等の京都が有する多様かつ豊かな蓄積にユニバ
ーサルデザインを採り入れた社会環境の整備（製
品の製造及び情報の伝達その他のサービスの提
供を含む。）をいう。

（2） ユニバーサルデザイン　製品，設備，施設及び
建築物その他の工作物をすべての人にとってで
きる限り利用しやすいデザインにすることを目指
す考え方をいう。

（3） 市民　本市の区域内に住所を有する者，当該
区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者，
当該区域内に存する学校に在学する者及び公益
活動（ボランティア活動その他の不特定かつ多数
の者の利益の増進に寄与することを目的とする活
動をいう。以下同じ。）を行う者であって本市の区
域内を主たる活動の場所とするものをいう。

（基本理念）

第3条　みやこユニバーサルデザインの推進は，次に掲
げる事項に留意して行われなければならない。
（1） 一人一人の個性を理解し，尊重すること。
（2） 健康の保持増進その他福祉の増進を図ること。
（3） 安心で安全な生活を確保すること。
（4） 環境に配慮すること。
（5） ユニバーサルデザインの推進に関する国際社

会の取組と協調すること。
（指針）

第4条　市長は，前条の基本理念にのっとり，みやこユ
ニバーサルデザインの推進に関する施策を総合的に
実施するための指針（以下「指針」という。）を定めな
ければならない。
2 指針は，次に掲げる事項について定めるものとする。
（1） みやこユニバーサルデザインの推進に関する

具体的な目標
（2） みやこユニバーサルデザインを効果的に推進す

るための方策
（3） 前2号に掲げるもののほか，みやこユニバーサ

ルデザインの推進に関する重要な事項
3 市長は，指針を定めるに当たっては，第16条に規
定する審議会の意見を聴くとともに，事業者及び市
民の意見を適切に反映させるために必要な措置を
講じなければならない。
4 市長は，指針を定めたときは，速やかにこれを公
表しなければならない。
5 前2項の規定は，指針の変更について準用する。
6 市長は，毎年，指針に基づき講じる施策の実施状
況を公表しなければならない。
7 市長は，社会経済情勢の変化を踏まえ，常に指針
の改善に努めなければならない。

京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例
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（本市の責務）

第5条　本市は，次に掲げる責務を有する。
（1） 指針に基づき，みやこユニバーサルデザインを

推進すること。
（2） みやこユニバーサルデザインの推進に関する

本市の施策への事業者，市民及び観光旅行者そ
の他の滞在者の参加及び協力を促進し，これらの
者の意見を適切に反映させること。

（3） 事業者及び市民によるみやこユニバーサルデザ
インを促進するために必要な措置を講じること。

（事業者の責務）

第6条　事業者は，次に掲げる責務を有する。
（1） みやこユニバーサルデザインに関する理解を深

めること。
（2） 指針に基づき，主体的かつ積極的にみやこユ

ニバーサルデザインを推進すること。
（3） みやこユニバーサルデザインに関する本市，市

民及び観光旅行者その他の滞在者の意見を事業
者の取組に適切に反映させること。

（4） みやこユニバーサルデザインの推進に関する
本市の施策に協力すること。

（市民の役割）

第7条　市民は，次に掲げる役割を積極的に果たすも
のとする。
（1） みやこユニバーサルデザインに関する理解を深

めること。
（2） みやこユニバーサルデザインの推進に寄与す

ること。
（観光旅行者その他の滞在者の役割）

第8条　観光旅行者その他の滞在者は，みやこユニバ
ーサルデザインに関する理解を深め，その推進に積
極的な役割を果たすものとする。

（相互の協力等）

第9条　本市，事業者，市民，観光旅行者その他の滞在
者，公益活動を行う団体その他の団体，大学及び研
究機関は，この条例の目的を達成するため，指針に
基づき，相互に，その果たす役割を理解し，対等の立
場で協力し合い，及び補完し合うものとする。

第2章　みやこユニバーサルデザインの推進
に関する基本的施策

（施策の実施体制の整備）

第10条　本市は，みやこユニバーサルデザインの推進
に関する施策を総合的に実施するために必要な体制
を整備するよう努めなければならない。

（みやこユニバーサルデザインに関する理解を深めるた

めの措置）

第11条　本市は，広報活動，啓発活動その他の活動の充
実により，事業者，市民及び観光旅行者その他の滞在
者がみやこユニバーサルデザインに関する理解を深

めるために必要な措置を講じなければならない。
（教育及び学習の振興）

第12条　本市は，職場，地域その他の様々な場におい
て，みやこユニバーサルデザインの推進に関する教
育及び学習の振興を図るために必要な措置を講じな
ければならない。

（人材の育成及び派遣等）

第13条　本市は，みやこユニバーサルデザインの推進
を担う実践的かつ専門的な知識又は技術を有する創
造的な人材を育成するために必要な措置を講じなけ
ればならない。
2 本市は，みやこユニバーサルデザインを推進しよ
うとするものに対し，前項の人材の派遣その他の必
要な協力をしなければならない。

（調査研究）

第14条　本市は，みやこユニバーサルデザインの推進
に関する施策を策定し，及び実施するために必要な
調査研究を行わなければならない。
2 本市は，前項の調査研究を行うに当たっては，大
学及び研究機関との連携に努めなければならない。

（国及び他の地方公共団体との連携）

第15条　本市は，みやこユニバーサルデザインを推進
するに当たっては，国及び他の地方公共団体との連
携に努めなければならない。

第3章　みやこユニバーサルデザイン審議会
（審議会）

第16条　みやこユニバーサルデザインの推進に関する
事項について，市長の諮問に応じ，調査し，及び審議
するとともに，当該事項について市長に対し，意見を
述べるため，京都市みやこユニバーサルデザイン審
議会（以下「審議会」という。）を置く。

（審議会の組織）

第17条　審議会は，委員25人以内をもって組織する。
2 委員は，学識経験のある者その他市長が適当と
認める者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。

（委員の任期）

第18条　委員の任期は，2年とする。ただし，補欠の委
員の任期は，前任者の残任期間とする。
2 委員は，再任されることができる。

第4章　雑則
（委任）

第19条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が
定める。
附　則

この条例は，平成17年4月1日から施行する。


